
ボーナスカット共同本人訴訟（Ⅰ）で、非違行為を  

注意指導したとする管理者の氏名が明らかになる！！

管理者がこんな報告していた！！ 渡邊さんのカット理由１７事象！

原告渡邊事象№１２（丹藤 裕一助役）

平成２６年８月１日２時２分頃、仕業庫において、Ｎ７００系新幹線電車（Ｎ１５編成）の仕業

検査時、台車部検査の際に、タイヤ踏面の検査手順を誤ったため、原告渡邊は管理者から注意指導

を受けた。

原告渡邊事象№１３（横田 浩平助役）

平成２６年８月１０日０時３分頃、仕業申告詰所において、７００系新幹線電車（Ｃ１７編成）

の仕業検査時に作成したチェックシートの記載に不備があったため、原告渡邊は管理者から注意指

導を受けた。

原告渡邊事象№１４（丹藤 裕一助役）

平成２６年８月１７日０時４２分頃、仕業庫において、７００系新幹線電車（Ｃ４４編成）の仕

業検査時、ボンネット内検査及びＡＴＣ開放運転スイッチカギ箱の確認を行わなかったため、原告

渡邊は管理者から注意指導を受けた。

原告渡邊事象№１５（丹藤 裕一助役）

平成２６年８月２４日２２時３分頃、仕業庫において、７００系新幹線電車（Ｃ１４編成）の仕

業検査時、台車部検査の際に、タイヤクリーナーの検査を行わなかったため、原告渡邊は管理者か

ら注意指導を受けた。

原告渡邊事象№１６（横田 浩平助役）

平成２６年９月１８日２３時４６分頃、仕業申告詰所において、７００系新幹線電車（Ｃ１８編

成）の作業に関して、作業実績書の記載に不備があったため、原告渡邊は管理者から注意指導を受

けた。

原告渡邊事象№１７（丹藤 裕一助役）

平成２６年９月２７日１７時３７分頃、仕業申告詰所において、Ｎ７００系（改造）新幹線電車

（Ｘ４６編成）の仕業検査時に作成したチェックシートの記載に不備があったため、原告渡邊は管

理者から注意指導を受けた。

これらの報告が本当か？明らかにしていきましょう！！
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